
１．計画期間　 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

２．目標と取組内容

【目 標】

 　有給休暇の取得率を組織全体で９０％まで増やす 

【取組内容】

令和４年４月～ 有給休暇の取得日数について目標を設定する 

　　　　　　　 取得日数の少ない職員と働き方について面談する

令和４年６月～ 管理職による率先取得を行なう
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